
  平成 22年 4月 1日制定 

規則第23号  

   工事請負業者指名停止規則 

（総則） 

第１条 本市の工事請負契約に係る競争入札参加有資格者（契約規則（平成19 

 年横須賀市規則第22号）第５条第２項に規定する競争入札参加有資格者名簿

に登録されている者をいう。以下「有資格業者」という。）の指名停止につ

いては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところに

よる。 

（指名停止） 

第２条 市長は、有資格業者が別表第１及び別表第２に掲げる措置要件のいず

れかに該当したとき（有資格業者でなくなった後１年以内の行為が該当した

ときを含む。）は、別表第１又は別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、当該

右欄に掲げる期間、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。こ

の場合において、指名停止の期間中に当該有資格業者が資格を有しなくなっ

たときにおいても当該指名停止の期間は継続するものとする。 

２  有資格業者は、別表第１の４の項、 ５の項若しくは９の項又は別表第２ 

 （ 11の項から14の項までを除く。）に掲げる措置要件に該当する事案（以下

「届出事案」という。）が生じたときは、１月以内に指名停止該当事案届出

書（別記様式）を提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により指名停止を行う有資格業者が現に入札しているとき又

は落札者に決定しているとき（本契約を締結する前に限る。）は、その入札

又は決定を取消すことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条の２第10 

 項から第12項までの規定により課徴金の納付の減免を受けた有資格業者の指

名停止については、別表第２の３の項及び４の項に掲げる指名停止期間に当

該減免率を乗じて得た期間を当該指名停止期間から減ずるものとする。 

（共同企業体及び下請負人に対する指名停止） 

第３条 前条第１項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、 



 当該共同企業体の有資格業者である構成員（明らかに当該指名停止について

責めを負わないと認められる者を除く。）について、当該共同企業体の指名

停止期間と同じ期間の指名停止を行うものとする。 

２ 前条第１項又は前項の規定による指名停止について責めを負うべき有資格

業者である下請負人があるときは、当該下請負人についても元請負人の指名

停止期間と同じ期間の指名停止を行うものとする。 

（指名停止期間の特例） 

第４条 市長は、有資格業者について特別の事由があると認めるときは、指名

停止を行わず、又は指名停止を当該期間の２分の１に相当する期間まで短縮

することができる。 

２ 市長は、有資格業者について特別の事由があると認めるときは、指名停止

期間を当該期間の２倍の期間まで（３年を限度とする。）延長することがで

きる。 

３ 市長は、有資格業者が第２条第２項の規定に違反したと認めるときは、当

該届出事案に係る指名停止期間に別表第３の左欄の区分に応じ、それぞれ当

該右欄に定める期間を加えるものとする。 

４ 市長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事由について責めを負わな

いことが明らかになったときは、当該有資格業者について指名停止を解除す

るものとする。 

５ 市長は、第１項又は第２項の規定により指名停止の期間を短縮し、若しく

は延長しようとするとき又は指名停止期間を市長が決定するときは、あらか

じめ入札及び契約審査委員会（本市が発注する工事請負、業務委託及び物件

購入を適正かつ効率的に執行するために設置するものをいう。以下同じ。）

に意見を聴かなければならない。 

（指名停止等の通知） 

第５条 市長は、第２条若しくは第３条の規定による指名停止又は前条の規定

による指名停止期間の変更若しくは指名停止の解除（指名停止期間が定まっ

ていないものに限る。）をしたときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知

するものとする。 

２ 財政部長は、指名停止等の措置が行われたときは、関係部長等に対し遅滞

なく通知するものとする。 

（一般競争入札への参加の制限） 

第６条 指名停止期間中の有資格業者は、一般競争入札の場合にあっては入札 



 に参加することができない。 

（随意契約の相手方の制限） 

第７条 指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 

（下請の禁止） 

第８条 指名停止期間中の有資格業者は、本市発注の請負工事契約に係る工事

の下請負者（下請負人のうち、建設業法（昭和24年法律第 100号）第２条第

５項に規定する下請負人をいう。）になることはできない。 

（措置要件以外の指名停止） 

第９条 市長は、有資格業者に対し別表第１及び別表第２に掲げる措置要件以

外の事由により指名停止を行う必要があると認めるときは、入札及び契約審

査委員会の意見を聴いて、指名停止を行うことができる。 

（指名停止に至らない事由に関する措置） 

第10条  市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるとき

は、当該有資格業者に対し、書面又は口頭により警告又は注意を行うことが

できる。 

（業務委託業者等の指名停止） 

第11条  業務委託業者及び物件納入業者の指名停止については、この規則の規

定（別表第１の８の項を除く。）を準用する。この場合において、第８条第

１項中「請負工事契約に係る工事の下請負 者（下請負人のうち、建設業法

（昭和24年法律第 100号）第２条第５項に規定する下請負人をいう。）」と

あるのは「業務委託契約又は物件供給契約に係る契約者が発注する当該契約

に係る請負契約の契約者」と読み替えるものとする。 

２ 本市の工事委託契約に係る競争入札参加有資格者（契約規則第５条第２項

に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されている者をいう。）につい

ては、別表第１の８の項の規定を準用する。 

３ 本市の一般委託契約に係る競争入札参加有資格者（契約規則第５条第２項

に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されている者をいう。）につい

ては、別表第４の規定を適用する。 

 

   附  則  

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に指名停止を受けている有資格業者は、この規則

により指名停止を受けた有資格業者とみなし、その有資格業者の指名停止の

期間については、第２条の規定にかかわらずこの規則施行前の指名停止の期

間とする。 

   附  則  

 この規則は、平成23年２月１日から施行する。 



別表第１（第２条第１項関係） 

契約相手としての適格性及び事故に基づく措置基準 

 

措       置       要       件  指  名  停  止  期  間  
第 2条第2項  

届出事案 

１ 契約規則第５条の規定により提出さ

れた書類の内容（次項において「登録

内容」という。）の調査に対して、正

当な理由なく、当該調査を拒んだと

き。 

調査が完了する日まで  

２  前項の調査により登録内容に変更が

あることが明らかであり、かつ、市の

指示した登録内容の変更の届出を拒ん

だとき。 

登録内容の変更届が提出され

る日まで 

 

３  本市が発注する工事等（以下「市工

事」という。）の契約に係る申請書類

その他提出書類に虚偽の記載をしたと

認められるとき。 

 (１ ) 請負者の資格要件に関する事項に

虚偽の記載をしたと認められると

き。 

 (２ ) 提出書類のうち、前号に規定する

事項以外の部分のみに虚偽の記載を

したと認められるとき。 

 

 

 

 

当該認定をした日から12月  

 

 

当該認定をした日から２月 

 

４  市工事の施行を原因として、施行

中・施行後を問わず、死亡者若しくは

負傷者を生じさせ、又は損害を与えた

とき（６の項に規定する場合を除

く。）。 

 (１ ) ３名以上の死亡者を生じさせたと

き。 

 (２ ) 死亡者若しくは多数の負傷者を生

じさせ、又は重大な損害を与えたと

き。 

 (３ ) 負傷者を生じさせ、又は損害を与

えたとき（軽微なものを除く。）。 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から12月  

 

当該認定をした日から６月 

 

 

当該認定をした日から２月 

該当 

５  神奈川県内における市工事以外の工

事の施行を原因として、施行中・施行

後を問わず、死亡者若しくは負傷者を

生じさせ、又は損害を与えたとき。 

 (１ ) ３名以上の死亡者を生じさせたと

き。 

 (２ ) 死亡者若しくは多数の負傷者を生

じさせ、又は重大な損害を与えたと

き。 

 

 

 

 

当該認定をした日から３月 

 

当該認定をした日から２月 

該当 



６ 市工事の施行に当たり、火災事故が

生じたとき。 

 (１ ) 死亡者又は多数の負傷者を生じさ

せたとき。 

 (２ ) 負傷者を生じさせ、又は施設等に

損害を与えるなど、賠償責任が生じ

たとき。 

 (３ ) 施設等に損害がないとき。 

 

 

当該認定をした日から12月  

 

当該認定をした日から６月 

 

 

当該認定をした日から２月 

 

７  市工事の施行に当たり、契約に違反

するなど、工事の請負契約の相手方と

して不適当であると認められるとき。 

 (１ ) 検査業務を阻害したとき。 

 (２ ) 一括して下請負に付したと認めら

れるとき又は請け負ったと認められ

るとき。 

 (３ ) 現場代理人が工事現場に常駐して

いなかったとき。 

 (４ ) 下請代金又は住民等に与えた損害

等に関する紛争の解決に誠意をもっ

て当たらなかったとき。 

 (５ ) 施行方法又は現場管理に関し、再

度にわたる指摘にもかかわらず改善

されなかったとき。 

 (６ ) 配置予定であった技術者（契約履

行規則（平成19年横須賀市規則第

23号）第15条第１項に掲げる者をい

う。）の配置ができなくなったた

め、落札者が契約を締結できないと

き。 

 (７ ) 前号に規定するもののほか、落札

者が、正当な理由なく契約を締結し

ないとき。 

 (８ ) 請負者が正当な理由なく契約の解

除を申し出たとき。 

 (９ ) しゅん工検査後に主要な部分にか

しが判明し、工事目的物を手直しを

する必要が生じた場合において、手

直しに要する費用を支弁するなど、

十分に誠意をもって賠償したとき。 

 (10) 前号に掲げるもののほか、しゅん

工検査後にかしが判明し、かつ、故

意又は重大な過失によるものである

場合において、工事目的物を手直し

する必要が生じたとき。 

 (11) その他契約業務に違反したとき。 

 

 

 

当該認定をした日から12月  

当該認定をした日から12月  

 

 

当該認定をした日から２月 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

当該認定をした日から２月 

 

 

当該認定をした日から１月 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

当該申出の受諾をした日から

12月  

当該認定をした日から２月 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

 

 

当該認定をした日から１月 

 



８ 市工事の施行に当たり、工事成績が

不良で、工事の請負契約の相手方とし

て不適当であると認められるとき。 

 (１ ) しゅん工検査の成績において、市

長が別に定める基準に基づく評価

（以下単に「評価」という。）が不

良とされた工事を行ったとき。 

 (２ ) しゅん工検査の成績において、工

事の評価が不良である旨の通知を受

けた日から当該日の４年前の日の属

する年度の初日までの間に評価が不

良とされた工事を１回行っていたと

き。 

 (３ ) しゅん工検査の成績において、工

事の評価が不良である旨の通知を受

けた日から当該日の４年前の日の属

する年度の初日までの間に評価がや

や不良とされた工事を２回行ってい

たとき。 

 (４ ) しゅん工検査の成績において、工

事の評価がやや不良である旨の通知

を受けた日から当該日の４年前の日

の属する年度の初日までの間に評価

が不良とされた工事を１回とやや不

良とされた工事を１回行っていたと

き。 

 (５ ) しゅん工検査の成績において、工

事の評価がやや不良である旨の通知

を受けた日から当該日の４年前の日

の属する年度の初日までの間に評価

がやや不良とされた工事を１回行っ

ていたとき。 

 (６ ) しゅん工検査の成績において、工

事の評価がやや不良である旨の通知

を受けた日から当該日の４年前の日

の属する年度の初日までの間に評価

がやや不良とされた工事を２回行っ

ていたとき。 

 (７ ) 工事成績不良により３月以上の指

名停止を受けた者が、当該指名停止

期間の期間中又は終了後１年以内に

評価が不良とされた工事を行ったと

き。 

 (８ ) 工事成績不良により３月以上の指

名停止を受けた者が、当該指名停止

期間の期間中又は終了後１年以内に

評価がやや不良とされた工事を行っ

たとき。 

 

 

 

当該認定をした日から２月 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から２月 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

 

 

 

当該認定をした日から３月 

 



９ 不渡手形を出し倒産状態に陥り、又

は再生手続開始の申立て若しくは更生

手続開始の申立てをするなど経営状態

が極めて不安定になり、工事の請負契

約の相手方として不適当であると認め

られるとき。 

当該認定をした日から経営状

態が安定したと認められる日

まで 
該当 

10 契約規則又は契約履行規則の規定に

基づく違約金、損害金又は賠償金（以

下「違約金等」という。）を完納しな

いとき。 

違約金等の完納が確認できた

日まで 

 

11 市工事の契約の履行に関し、裁判に

おいて係争中又は判決があったとき。 

 (１ ) 違約金等の支払いを求める訴えを

市が提起し、有資格業者が違約金等

を支払う旨の判決が確定したとき。 

 (２ ) 違約金等の支払いを求める訴えを

市が提起し、第一審の終局決定まで

に、有資格業者が違約金等を支払う

ことを認めたとき。 

 (３ ) 違約金等の請求以外の理由により

市が訴えを提起したとき。 

 (４ ) 前号の訴えの判決において、市の

勝訴が確定したとき。 

 (５ ) 有資格業者が市又は市職員に対し

て損害賠償を求める訴えを提起した場

合において、原告の敗訴が確定したと

き。 

 

 

違約金等の完納の日から36月  

 

 

違約金等の完納の日から12月  

 

 

 

判決が確定するまで 

 

市長が定める期間 

 

市長が定める期間 

 

12 有資格業者等又はその依頼を受けた

者が、本市職員をひぼう中傷し、又は

横須賀市職員倫理条例（平成12年横須

賀市条例第80号）違反を誘導するな

ど、契約の相手方として著しく信用を

失墜したと認められるとき。 

当該認定をした日から36月   

 

  備考  工事成績不良により３月以上の指名停止を受けた者が、当該指名停止期間の

期間中又は終了後１年以内に評価が不良又はやや不良とされる工事を行わなか

った場合は、当該指名停止に係わる評価が不良又はやや不良である工事の回数

は、８の項第２号から第６号までに掲げる不良又はやや不良とされた工事の回

数に含めないものとする。 

 



別表第２（第２条第１項関係） 

贈賄等犯罪行為及び法令違反行為に基づく措置基準 

 

措        置       要       件  指  名  停  止  期  間  
第 2条第2項  

届出事案 

１  有資格業者である個人又は有資格業

者である法人の役員若しくはその使用

人（以下「有資格業者等」という。）

が本市職員に対して行った贈賄の容疑

により逮捕され、又は逮捕を経ないで

公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴の提起を知った

日から24月  

該当 

２   前項に掲げる場合を除き、有資格業

者等が贈賄の容疑により逮捕され、又

は逮捕を経ないで公訴を提起されたと

き。 

逮捕又は公訴の提起を知った

日から12月  
該当 

３   市工事に関し、独占禁止法と第３条

又は第８条第１号の規定に違反し、工

事等の請負契約の相手方として不適当

であると認められるとき。 

当該認定をした日から24月  

該当 

４   前項に掲げる場合を除き、独占禁止

法第３条又は第８条第１号の規定に違

反し、工事等の請負契約の相手方とし

て不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から12月  

該当 

５   市工事に関し、有資格業者等が刑法

（明治40年法律第45号）第96条の３に

規定する競売等妨害（以下単に「競売

等妨害」という。）の容疑により逮捕

され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

されたとき。 

逮捕又は公訴の提起を知った

日から24月  

該当 

６   前項に掲げる場合を除き、有資格業

者等が競売等妨害の容疑により逮捕さ

れ、又は逮捕を経ないで公訴を提起さ

れたとき。 

逮捕又は公訴の提起を知った

日から12月  
該当 

７   市工事に関し、有資格業者等が公職

にある者等のあっせん行為による利得

等の処罰に関する法律（平成12年法律

第 130号。以下「あっせん利得法」と

いう。）違反の容疑により逮捕され、

又は逮捕を経ないで公訴を提起された

とき。 

逮捕又は公訴の提起を知った

日から24月  

該当 

８   前項に掲げる場合を除き、有資格業

者等があっせん利得法違反の容疑によ

り逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴

を提起されたとき。 

逮捕又は公訴の提起を知った

日から12月  
該当 



９  別表第１及び前各項に掲げる場合の

ほか、契約業務に関し不正又は不誠実

な行為をし、工事の請負契約の相手方

として不適当であると認められると

き。 

 (１ ) 市工事の契約業務に関し、法令違

反があったとき。 

 (２ ) 国又は他の地方公共団体との契約

業務に関し、法令違反があったとき。 

 (３ ) 神奈川県内を施行場所とする公共

工事以外の工事に関し、新聞報道等を

される程度の信用失墜となる行為があ

ったと認められるとき。 

 (４ ) 不誠実な行為を行ったと認められ

るとき。 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から６月 

 

当該認定をした日から３月 

 

当該認定をした日から６月以

内で市長が定める期間 

 

 

当該認定をした日から１月 

該当 

10 別表第１及び前各項に掲げる場合の

ほか、有資格業者である個人又は有資

格業者である法人の代表権を有する役

員が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑

により公訴を提起され、工事の請負契

約の相手方として不適当であると認め

られるとき。 

当該認定をした日から１月 

該当 

11 建設業法第２条第３項に規定する建

設業者（以下単に「建設業者」とい

う。）である個人、建設業者の役員又

は建設業者の経営に事実上参加してい

る者が、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下単に「暴力団員」という。）

であるとき。 

当該認定をした日から６月以

上12月以内で市長が定める期

間。ただし、期間満了時にお

いても暴力団員である場合

は、指名停止の期間を再度設

定する。 

 

12 建設業者が、業務に関し、不正に財

産上の利益を得るため、又は債務の履

行を強要するために、暴力団員を使用

したと認められるとき。 

当該認定をした日から２月以

上６月以内で市長が定める期

間 

 

13 いかなる名義をもってするかを問わ

ず建設業者が、暴力団員に対して、金

銭、物品その他の財産上の利益を不当

に与えたと認められるとき。 

当該認定をした日から２月以

上６月以内で市長が定める期

間 

 

14 建設業者又は建設業者の経営に事実

上参加している者が、暴力団員と密接

な交際を有していると認められると

き。 

当該認定をした日から１月以

上３月以内で市長が定める期

間。ただし、期間満了時にお

いても暴力団員との関係が継

続している場合は、指名停止

の期間を再度設定する。 

 

 



別表第３（第４条第３項関係）  

指名停止期間の加算基準  

 

当該届出事案に係る指名停止期間  加算期間  

６月を超える期間  ３月  

３月を超え、６月以内  ２月  

３月以内  １月  

 



別表第４（第11条第３項関係） 

一般委託に係る業務の成績に基づく措置基準 

 

措       置       要       件  指  名  停  止  期  間  

１契約につき１回の評定を受ける一般委

託契約で不良と評価されたとき又は１契

約につき２回以上の評定を受ける一般委

託契約で当該契約に係る平均評価点が不

良に相当するとき。 

当該評定の対象期間が属する

年度の翌年度の５月１日から

７月31日まで 

 


